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府中市子ども・子育て審議会 認可部会について①

 平成27年4月から改正児童福祉法（以下、「法」という。）が施行され、家庭的保育事業
等（地域型保育事業）の認可に当たっては、あらかじめ、児童の保護者その他児童福
祉に係る当事者の意見（児童福祉審議会を設置している場合にあってはその意見）を
聴かなければならないことが規定されました。

 この認可部会では、認可申請（事業計画）について関係規定（基準）等への適合性を
確認・審議するほか、保育内容等についての助言等を含めて、専門的な見地からの
意見を聴取するため、学識経験者等の第三者からなる附属機関を設置するものです。

概 要
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○児童福祉法 第34条の15第4項

市町村長は、第2項の認可（事務局注記：家庭的保育事業等の地域型保育事業の認可）をし
ようとするときは、あらかじめ、児童福祉審議会を設置している場合にあってはその意見を、そ
の他の場合にあっては児童の保護者その他児童福祉に係る当事者の意見を聴かなければな
らない。



① 特定教育・保育施設及び特定地域型保育（家庭的保育等）事業の利用定員の決定に際し意見
すること

② 子ども・子育て支援事業計画の策定・修正に際し意見すること
③ 子ども・子育て支援施策の総合的・計画的推進に必要な事項等（計画の進捗管理）

○ 家庭的保育事業等の認可に際し意見すること
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府中市子ども・子育て審議会（本会）

認可部会

府中市子ども・子育て審議会 認可部会について②

審議会の所掌事務（体系）整理

（主な所掌事務：児童福祉法関連）

（主な所掌事務：子ども・子育て支援法関連）

以下、平成27年度第1回府中市子ども・子育て審議会(平成27年4月開催)決定・確認事項

 部会の議決の取扱い

府中市子ども・子育て審議会条例第9条第3項の規定に基づき、部会の議決をもって
審議会の議決とする。

 部会の正副会長及び会議

条例第7条及び第8条の規定を、「審議会」を「部会」に読み替えて準用する。なお、こ
の場合の委員は、臨時委員を含むものとする。

 その他

府中市情報公開条例第32条の規定（会議の公開に関する除外規定の第2号及び第3
号）に基づき、家庭的保育事業等の認可に係る部会は非公開とする。

（部会の運営方法）
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② 審議会（本会）において
利用定員について意見聴取
（子ども・子育て支援法第43条第3項）

① 市・事業所において
利用調整・利用契約 手続

関連手続等

以下、関連手続等の進行・
実施に留意

• 申請者及び事業計画（協議内容）の概要説明

• 事業計画（協議内容）の基準適合性について審議

8月頃迄 2月～3月

• 認可申請の概要説明（事前審査結果報告）

• 認可申請の基準適合性について審議等を予定
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家庭的保育事業等の認可申請があったときは、次に掲げる基準等に適合するかどうかを
審査します。

① 府中市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める
条例（以下「認可基準条例」という。次頁参照）に適合していること。

② 家庭的保育事業等を行うために必要な経済的基礎があること。

③ 家庭的保育事業等を行う者が社会的信望を有すること。

④ 実務を担当する幹部職員が社会福祉事業に関する知識又は経験を有すること。

⑤ 申請者が禁錮以上の刑に処された者その他の欠格事項に該当しないこと。

＊上記②～④は、申請者が社会福祉法人・学校法人の場合は審査不要

認可部会における認可審査について

児童福祉法第34条の15 第３項

児童福祉法第34条の15 第５項

• 上記の基準等に適合・該当すると認めるとき ⇒ 原則認可

• ただし、当該提供区域において供給過剰その他の当該計画の達成に支障を生ずる
おそれがある場合等に該当すると認めるとき ⇒ 認可をしないことができる。
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① 家庭的保育事業等に係る認可申請があった場合に当該申請が適合するかどうかを
本市において審査する際の基準となります。

② 事業者が事業所運営を行うに当たり、遵守しなければならない基準となります。

認可基準条例について

事業

類型

小規模保育事業 家庭的

保育事業

事業所内

保育事業

居宅訪問型

保育事業Ａ型 Ｂ型 Ｃ型

職員数
保育所の配置基準

＋1名

0～2歳児 3：1

（補助者を置く場

合、5：2）

0～2歳児 5：2

（家庭的保育補

助者を必置※）

保育所の配置基準

＋1名

0～2歳児

1：1

職員

資格
保育士

1/2以上が

保育士
家庭的保育者：保育士※

定員20名以上：

保育所の基準と同様

定員19名以下：

小規模保育事業Ｂ型

の基準と同様

必要な研修を修了し、保育士、

保育士と同等以上の知識及び

経験を有すると市長が認める者

保育

室等

0～1歳児：

1人当たり3.3㎡

2歳児：1人当たり1.98㎡

0～2歳児：1人当たり3.3㎡
ー

給食 自園調理（連携施設等からの搬入可）、調理設備、調理員

概 要

 小規模保育事業（A型：保育所分園、ミニ保育所に近い類型 B型：中間型 C型：家庭的保育（グループ
型小規模保育）に近い類型）

 ※印（下線部）は、本市が厚生労働省令に上乗せ規定を行った事項


